
 

防火管理者の区分 防火管理を行う建物は、 

右表の特定防火対象物

に該当しますか？ 

建物全体の収容人員は 

５０人以上ですか？ 
６項ロが入っていますか？ 

建物全体の収容人員は 

３０人以上ですか？ 
建物全体の収容人員は 

１０人以上ですか？ 

建物全体の延べ面積は 

５００㎡以上ですか？ 

建物全体の延べ面積は 

３００㎡以上ですか？ 

建物の管理は、

複数に分かれて

いますか？ 

テナントの収容人員が、 

６項ロで１０人以上、 

６項ロ以外で３０人以上、 

非特定防火対象物で５０人以上

ですか？ 

防
火
管
理
者
の 

設
置
義
務
は 

あ
り
ま
せ
ん
。 

甲種又は乙種防火管理者 甲種防火管理者 

はい 

はい 
はい 

はい 

以上 

以上 

以上 以上 

未満 
未満 

未満 

未満 未満 

いいえ 

いいえ 

いいえ 

以上 

（消防法施行令 別表第一） 

※ 上記以外は非特定防火対象物 

いいえ 


